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定  例  会  議  の  開  催  状  況 

 

第１ 開催日時 

令和８年２月 12 日（木） 午前９時 40 分～午後５時 10 分 

第２ 開催場所 

   公安委員会室 

第３ 出席者 

１ 公安委員会 

上枝委員長、岡委員、大石委員 

２ 警察本部 

 本部長、警務部長、生活安全部長、刑事部長、交通部長、首席監察官、

情報通信部長、警備部統括参事官兼公安課長、公安委員会補佐官 

 ３ 陪席 

   総務課長 

第４ 報告事項 

１ 令和７年中における少年非行情勢について 

   県警察から、「非行少年総数は、313 人で前年より 17 人増加」、「学識

別では、中学生と高校生が増加、小学生と有職少年が減少」、「刑法犯は

窃盗犯、特別法犯は児童ポルノ法違反が最多」であった旨の報告があっ

た。 

  委員から、「中学生による犯罪が増加傾向にあるようだが、この点は注

意すべき必要がある。万引きや自転車盗は、一見軽微な犯罪のように思

われるかもしれないが、れっきとした犯罪であるとの認識を、教育委員

会とも連携しながら、生徒にはしっかりと教育や指導をしていただきた

い」、「少年による暴行事件や詐欺事件等の背景には、ＳＮＳを始めとし

た様々な問題が隠れていると思う。引き続き、少年犯罪を取り締まるだ

けではなく、教育委員会や保護者等とも協力して、少年を取り巻く様々

な問題にも向き合っていただきたい」、「コロナ禍以降、刑法犯認知件数

が増加傾向にある中、少年事件も増加しており、その中で、少年による

凶悪犯が増えていることが気掛かりである。小学生・中学生・高校生の

段階で、犯罪傾向が進まないうちに、あるいは教員や保護者等の周囲の

者が支援してくれるうちに、少年の規範意識を向上させることが重要だ

と思う」旨の発言があった。 



  2/3 

２ 令和７年中の死体取扱状況について 

   県警察から、令和７年中の死体取扱状況について報告があった。 

    委員から、「御遺体を取り扱う警察官もメンタル面で非常に負担が掛

かっていることが懸念される。犯罪を見逃さないためにも警察による検

視や解剖が重要であることは理解できるが、家族が亡くなったばかりの

御遺族の方に対して、検視等の必要性等について説明して理解を得るこ

とは、非常に難しく苦労されていることが推察される」、「近年、核家族

化の進展に伴い、独居老人が増加しており、高齢者等の孤独死の増加・

高止まりが懸念されるが、孤独死の場合、死者の生前環境の確認が困難

という問題がある。独居の高齢者の方に対しては、やはり、県や市の行

政担当者や地域のコミュニティ等の存在が大きいと再認識した」旨の発

言があった。 

３ 指定自動車教習所に対する監督命令について 

   県警察から、不適正な教習を実施した指定自動車教習所に対し、道路

交通法の規定に基づく監督命令を実施し、その後再発防止策の履行を確

認した旨の報告があった。 

    委員から、「不適正な教習を実施した指定自動車教習所だけではなく、

他の指定自動車教習所に対しても、同様の事案が発生しないように再発

防止に関する通知文を発出するとともに、交通部運転免許課長が教習所

の管理者と面談し直接指示をされるなど様々な再発防止策を講じてい

るようで、非常に良い取組だと思う」、「軽微な物損事故を起こしたとし

てもしっかりと事故の申告をして、交通事故の処理を行わなければなら

ない立場にある教習指導員の方が、このような誤った対応を行ったこと

は残念に思う。今後、同様のことが発生しないように、県警察から、指

定自動車教習所に対して、しっかりと注意喚起をしていただきたい」旨

の発言があった。 

４ 警護の実施について 

   県警察から、第 51 回衆議院議員総選挙期間中における警護の実施結

果について報告があった。 

    委員から、「今回は、突然の衆議院の解散で、選挙運動の期間も短く、

続々と県内にも要人が来県されるなど県警察としても非常に厳しい選

挙警護だったと思うが、大きな問題もなく無事に終わって良かったと思

う」旨の発言があった。 

第５ 決裁 
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   公安委員会宛て苦情処理結果報告について 

第６ その他 

 １ 第 51 回衆議院議員総選挙を終えて 

   県警察から、「今回の衆議院議員総選挙について、選挙違反の取締りや

警護について万全を尽くして実施できたと感じている。やはり、臨時の

県下警察署長会議や各課長会議の開催等を通じて職員の意識を高め、警

察本部と各警察署が協力・連携して取り組んだ結果だと思っている。今

後は、今回の選挙の振り返りを行い、反省や教訓を次に生かしていきた

いと考えている」旨の報告があった。 

 ２ 令和７年中の生活安全部における公安委員会の権限に属する事務等の 

概要について 

   県警察から、令和７年中に「香川県公安委員会の権限に属する事務の

専決等に関する規則」に基づき、生活安全部において専決した事務等の

概要について報告があった。 

 ３ 交通部における令和７年中の公安委員会の権限に属する事務等の概要 

について 

   県警察から、令和７年中に「香川県公安委員会の権限に属する事務の

専決等に関する規則」に基づき、交通部において専決した事務等の概要

について報告があった。 

 ４ 令和７年中における被疑者取調べ監督の実施状況について 

    県警察から、令和７年中における被疑者取調べ監督の実施状況につい

て説明があった。 

 ５ 公安委員会宛ての苦情の処理結果について 

   県警察から、受理した苦情２件について、それぞれ事実関係及び措置

状況について報告があり、審議の上、通知する内容等を決定した。 

 ６ 令和８年度委嘱予定の警察署協議会委員の選定について 

   公安委員会補佐官から、各警察署から推薦のあった令和８年度委嘱予

定の警察署協議会委員について説明があり、審議の上、委員候補者を選

定した。 

 ７ 運転免許の取消し等の審議について 

県警察から、運転免許の取消し等に係る意見の聴取等について報告が

あり、審議の上、処分内容を決定した。 

 ８ 人事案件について 

   県警察から、人事案件について報告があった。 


